しながわファミサポマイスター登録までの流れ（区民用）
後日、品川区ファミリー・サポート・センターマイスター登録承認書（第２号様式）が届く。
※上記の通知書の通知日以降の援助活動より、補助金の交付対象といたします。
※通知日は、申請があった日の翌月１日です。



下記の必要資料を品川区子ども家庭支援センターへ提出する。
・品川区ファミリー・サポート・センターマイスター登録申請書(第１号様式)
・債権者登録書
・（子育て支援員研修の修了者の方は）修了証の写し
マイスター講習会に申し込む。
子育て支援員研修（基本研修および地域保育コースの共通専門研修）を

修了している　　　　　　　　　　　　　　　　　修了していない
修了している子育て支援員研修の種類

　東京都　　　　　それ以外の自治体
区が規定する講習をすべて修了する。
1 子どもの栄養と食生活
2 子どもの心の発達とその問題
3 子どもの健康管理
4 子どもの障害
5 児童虐待防止
6 子どもの遊びと生活
7 マイスター事業を円滑に進めるために
区のファミリー・サポート・センター提供会員として登録がある。
右記の⑤児童虐待防止のみを受講
修了する。

